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タイ税関は、電気自動車（EV）産業を促進するための税制優遇措置をまとめた文書を発行しました。 
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本報告は主に、電気自動車（EV）の製造事業者及び輸入事業者が対象となります。 

 

概要: 

 

タイ税関は、世界的な電気自動車（以下、「EV」）の需要増加に対応し EV産業におけるタイの競争力を促進す

るために現在有効となっている税制優遇措置をまとめた文書を発行しました。 

 

現在タイ財務省およびタイ税関が公表している主な税制優遇措置は以下 3点です。 

 

• 小売価格が 200万バーツ以下の EV完成車、および小売価格が 200万バーツ以上 700万バーツ以下

かつ容量が 30キロワットアワー（kWh）以上である EV完成車に対する関税が免税されます。 

 

• 2022 年から 2025 年にかけて、フリーゾーンまたはタイ工業団地公社フリーゾーン（Industrial Estate 

Authority of Thailand Free Zone）におけるバッテリー式電気自動車（以下、「BEV」）の生産または組み

立てを行う場合、工場出荷時の BEV価格の 15%を上限とし、国外より輸入したバッテリーセルのコスト

を現地調達コストの一部として含めることが可能です。 

 
• 2022年から 2025年の間、EVの部品およびコンポーネントの関税が免税されます。 

 

またタイ税関は、関税局告示 No.97/2566を発行し、2023年 5月 26日から 2025年 12月 31日の間に、タイ

に輸入される EVおよび BEVの以下 9つの部品・コンポーネントに対して、免税を適用する条件と基準を規定し

ました。 

 
 

 

○ バッテリー ○ 車載用充電器 

○ EV駆動モーター ○ DC/DC コンバーター 

○ 電気自動車用コンプレッサー 
○ PCU インバーターを含むインバータ

ーター類 

○ バッテリーマネジメントシステム (BMS) ○ 減速機 

○ 運転制御システム  
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この規定の下では、すでに組み立てられた状態で輸入される部品（2つ以上の部品を組み立てたもの）は免

税を受けることができます。ただし、上記のリストに含まれていない他の部品と組み合わされた部品は、輸入

時に恩典を享受することはできません。 

また、輸入業者は、恩典を使用するにあたってタイ自動車協会（TAI）から EVの製造に使用する部品である

ことを認定した証明書を取得する必要があります。当該輸入部品は、輸入日から 1年以内に使用しなければ

なりません（タイ税関の承認により延長可能な場合あり）。 

EV業界の輸入業者および製造業者は、これらの規定に対して理解を深め、所定の要件や条件を慎重に検

討することで、関税の節減効果を最大化し、潜在的なコンプライアンス違反の問題を回避する必要がありま

す。 
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* この日本語版レポートは日系企業の皆様を対象に英語版のオリジナルを翻訳したものです。英語版と日本語版との間に齟齬がある

場合は英語版を優先します。また、タイ国における法令の改正動向等の情報提供を目的に発行されたものであり、全ての事例に対して

適用されない場合があります。特定の案件につきましては、別途弊社までご相談下さい。弊事務所の許可なくこのレポートの全部又は

一部を転載することを禁止します。ご不明の点がありましたら、弊事務所(電話番号：(662) 844-1000)までお問い合わせ下さい。 
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